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「PLCモジュールを内蔵した電気用品の電波雑音に関する基準値の在り方の検討

について」の電気用品調査委員会での検討結果について 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

電気用品調査委員会業務に関しまして、平素より格別なるご指導を賜り厚く御礼

申し上げます。 

さて、昨年末当委員会にご依頼のありました「PLCモジュールを内蔵した電気用

品の電波雑音に関する基準値の在り方の検討について」に関しまして、事業者に

よる実証実験を確認しながら第45回から第49回の電波雑音部会において検討いた

しました。 

その結果、電気用品に高速PLC（Power Line Communication：広帯域電力線搬送

通信）機能を搭載しても、電波法施行規則第46条の2第1項第四号の要求を満足でき

ること、及び、電波法施行規則第46条の2第1項第四号の要求を満足している高速P

LC通信状態で、住宅内で使用している他の電気製品が誤動作することはなかったこ

とが確認出来ました。 

上記を受けて、第106回電気用品調査委員会において、高速PLC機能を搭載した電

気用品に対しては、別添1.2(4)のとおり電波法施行規則第46条の2第1項第四号の要

求を追加する技術基準の解釈の一部改正を実施することで対応する方針を審議し

た結果、承認されました。 

また、別添1.2(1)高周波利用機器において、具体的な電気用品の名称を削除する

ことについても同委員会で承認されました。 

つきましては，電気用品の技術基準の解釈改正につきまして、ご高配賜りますよ

うお願い申し上げます。 

敬具 
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